
✔

✔

✔

✔

No 381 行政機関等の名称 新潟県知事

個人情報ファイルの名称
にいがた観光ファンクラブ「Niicle」会員情報管理ファイル

新潟の観光に興味・関心を持つ方を会員とした「にいがた観光ファンクラブ」の運営により、データに基
づくニーズの把握、分析を行うとともに、効果的な情報発信を行う。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１氏名、２メールアドレス、３住所、４生年月日、５性別、６職業、７家族構成

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

WEBサイト「にいがた観光ファンクラブ『Niicle（にーくる）』」登録フォームから登録した者

担当課
観光企画課誘客宣伝グループ

所在地

〒950-8570　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

担当課

所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 本人からの登録フォーム（WEBサイト）入力による登録

記録情報の経常的提供先
公益社団法人　新潟県観光協会

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

観光文化スポーツ部観光企画課

部局名 観光文化スポーツ部



✔

✔

✔

✔

No 382 行政機関等の名称 新潟県知事

個人情報ファイルの名称
コンベンション主催者・参加者ファイル

コンベンション（大会・会議・産業見本市等）を本県に誘致するために、コンベンション主催者情報及び誘
致情報等をデータベースとして管理するとともに、コンベンション参加者名簿により補助金額を算出す
る。個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１コンベンション名、２会議種別、３参加者数（うち県外・国外参加者数）、４主催者団体名、５住所、６役
職名、７担当者名、８電話番号（内線）、９開催履歴、10誘致情報、11参加者名、12参加者所属、13参加
者住所

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

県コンベンション補助金の申請者、誘致を実施したコンベンション主催者、ＪＣＣＢ発行「コンベンション主
催者データベース」の記録情報

担当課
観光企画課企画調整グループ

所在地

〒950-8570　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

担当課

所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 県コンベンション補助金の申請、コンベンションの誘致記録、ＪＣＣＢ発行「コンベンション主催者データ
ベース」の記録情報

記録情報の経常的提供先
（公財）新潟観光コンベンション協会

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

観光文化スポーツ部観光企画課

部局名 観光文化スポーツ部



✔

✔

✔

✔

No 383 行政機関等の名称 新潟県知事

個人情報ファイルの名称
銃砲刀剣類登録原簿ファイル

銃砲刀剣類所持等取締法に基づき、美術品もしくは骨董品として価値のある古式銃砲又は刀剣類の登
録審査等の事務に利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１氏名、２住所・電話番号

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

 ①銃砲刀剣類の登録を申請し、該当物件が登録された者②銃砲刀剣類登録証の再交付を申請し、登
 録証が再交付された者③銃砲刀剣類所有者変更届出書、所有者住所変更届出書、貸付け又は保管委

 託届出書を提出し、受理された者④銃砲刀剣類登録証を返納し、受理された者

担当課
文化課文化資源活用推進係

所在地

〒950-8570　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

担当課

所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 本人からの届出

記録情報の経常的提供先
県警察本部

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

観光文化スポーツ部文化課文化資源活用推進係

部局名 観光文化スポーツ部



✔

✔

✔

✔

No 384 行政機関等の名称 新潟県知事

個人情報ファイルの名称
埋蔵文化財の認定・譲与事務に関するファイル

文化財保護法第101条に基づく文化財認定（自治事務）及び国への報告に利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１氏名、２住所、３電話番号、４職業・職歴、５土地の取得年月日

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

埋蔵文化財の認定・譲与証を提出した者

担当課
文化課埋蔵文化財係

所在地

〒950-8570　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

担当課

所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 本人、各市町村長、各市町村教育長からの届出

記録情報の経常的提供先
各市町村長、各市町村教育長、文化庁

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

観光文化スポーツ部文化課

部局名  観光文化スポーツ部



✔

✔

✔

✔

No 385 行政機関等の名称 新潟県知事

個人情報ファイルの名称
埋蔵文化財の各種届出・通知に関する事務に係るファイル

文化財保護法第92条、第93条、第94条、第96条、第97条、第99条に基づく各種届出・通知の取扱事務
に利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１氏名、２住所、３電話番号、４土地の地番

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

文化財保護法第92条、第93条、第94条、第96条、第97条、第99条に基づく各種届出を提出した者

担当課
文化課埋蔵文化財係

所在地

〒950-8570　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

担当課

所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 本人、各市町村長、各市町村教育長からの届出

記録情報の経常的提供先
各市町村長、各市町村教育長、文化庁

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

観光文化スポーツ部文化課

部局名  観光文化スポーツ部



✔

✔

✔

✔

No 386 行政機関等の名称 新潟県知事

個人情報ファイルの名称
佐渡金銀山世界遺産登録推進県民会議　会員名簿ファイル

同県民会議会員への各種情報提供・連絡のために利用

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１氏名、２所属、役職、３住所、４電話番号、５、メールアドレス

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

同県民会議入会申込書を提出した者

担当課
文化課世界遺産室

所在地

〒950-8570　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

担当課

所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 本人からの申込書提出による登録

記録情報の経常的提供先
-（共同代表、顧問、参与は職名・氏名、会員団体は団体名をホームページにて公開）

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

観光文化スポーツ部文化課

部局名 観光文化スポーツ部


